
関西NBCセミナー
エステを通じてHAPPYを届けたい♬

春の訪れとともに、新しい年度が始まりました。進学や進級など、新しい環

境に胸を躍らせている学生も多いのではないでしょうか。新しい出会いや

挑戦が始まるこの季節は、未来への可能性を感じさせてくれます。

近年、社会の変化が加速する中で、自ら課題を見つけ、解決に向けて行

動する「起業家精神（アントレプレナーシップ）」の重要性が高まっています。

地域でも、中高生が身近な課題やテーマについて考え、アイデアを形にす

る機会が広がりつつあります。
「起業」というと会社をつくることを思い浮かべがちですが、その本質は「新
しい価値を生み出す力」にあります。関西NBCとしても、「起業家教育プロ
グラム」や高校生ビジネスプランコンテスト「B-hack」を通じて、中高生の挑
戦を後押ししていきたいと考えています。新年度が皆さまにとって実り多い
一年となることを願っています。

あとがき

★クイズです！★
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◎◎ツイッター ⇒ @NBK10

◎◎フェイスブック ⇒ @nb.kansai 「いいね!」をお願いします！

◎◎インスタグラム ⇒ @nbk58

行政・諸団体からのお知らせ

2月27日(金) 17:00より10名の参加により、関西NBCセミナーを

グランフロント大阪ナレッジサロン(大阪市北区)で開催いたしまし

た。

ニュービジネスに挑戦されている企業経営者等から、経営革新や

価値創造の実例、経営のヒントとなる視点や考え方をお話いただ

く関西NBCセミナー。

今回は熱く顧客想いなまっすぐな人柄で事業を拡大し、日本女

子の未来をHAPPYでキラキラにするため奮闘中の、株式会社PiPi

代表取締役 鎌野友規氏に「エステを通じてHAPPYを届けたい♫

その為の日々、笑いあり涙ありの二代目社長の成長奮闘記」を

テーマにお話いただきました。

講演後の質疑応答ではたくさんの質問が寄せられ、また終了後

の懇親会も、大変盛り上がりました。

from事務局ざえぬびー
公益社団法人関西ニュービジネス協議会(関西ＮＢＣ)事務局

4月29日は畳の日
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★「アフター万博」クイズ

大阪・関西万博閉幕後も万博の体験や魅力を継承し、各地で楽しめる

関連イベントや展示、グルメ体験の総称「アフター万博」。

アフター万博が楽しめる店名と場所をつないでください!!

①ガンジス(ネパール) ⓐあべのキューズタウン店(大阪市)

②エチョラ(スペイン) ⓑプライム本町ビルディング(大阪市)

③ヒロンボン(ソマリア) Ⓒ蒲生四丁目(大阪市)

④ワーフルハウス(オランダ) ⓓ六甲町(神戸市)

⑤Beyzade Baklava(イエメン ) ⓔ大井町(愛知県愛西市)

⑥Lisboa(ポルトガル) ⓕ吾川郡いの町(高知県)

⑦サイラー(オーストリア)            ⓖ福岡市南区(福岡県)

★クイズです!★の答え・・・①－ⓐ②-ⓑ③－Ⓒ④－ⓓ⑤-ⓔ⑥-ⓕ⑦-ⓖ

◎令和8年度当初予算・
令和7年度補正予算関連施策」資料公開!!

近畿経済産業局が「令和8年度当初予算・令和7度補正予算関連施策」

資料を公開されました。

【内容】

・大規模成長投資補助金 ・中小企業成長加速化補助金

・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（ものづくり補助金）

・中小企業新事業進出補助金 ・中小企業省力化投資補助金

・小規模事業者持続化補助金 ・デジタル化・AI導入補助金

・省エネ・非化石転換補助金 ・取引適正化

・大胆な投資促進税制（特定生産性向上設備等投資促進税制）

・福島県浜通り地域等での事業に関する支援策

・DX推進指標・DX認定 ・物流効率化法

・経済安全保障の観点からの技術流出対策について

※→よりダウンロードください

今月の一枚

(公財)大阪産業局が実施する近畿２府
５県の女性を対象にした女性起業家応
援プロジェクト「ＤＩＳＣＯＶＥＲ ＭＹＳＥＬ
Ｆ」 。３月５日(木)、ナレッジキャピタルに
おいて、メインコンテンツ「ビジネスプラ
ン発表会 ＬＥＤ関西」が開催されまし
た。12周年を迎えた今回は、600件を超
えるエントリーからファイナリストに選出
された10名の女性起業家が、「自分らし
く、自分だからこそできるビジネス」を発
表しました。
本年度は4名の方に「関西NBCサポー
ター賞」を授与いたしました。授賞者に
ついてはホームページをご覧ください!!

令和8年4月1日から自転車の交通違反に
交通反則通告制度(青切符)が適用されます!!

近年、通勤や業務中の移動に自転車を利用するケースは少なく
ありません。こうした中、2026年4月から自転車の交通違反に「交通
反則通告制度（青切符）」が適用されることになりました。この制度
では、自転車で交通違反をした場合、違反内容に応じて青切符が
交付され、一定期間内に反則金を納付すれば刑事手続きなどを経
ずに処理されます。自転車は道路交通法上「軽車両」に位置付けら
れており、自動車と同様に交通ルールを守る義務があります。例え
ば、一方通行の逆走や信号無視、一時停止違反、運転中のスマー
トフォンの通話や画面注視などが反則金の対象となります。新制度
をきっかけに、自転車の安全利用について確認してみてください!


